
児童発達支援センター　評価表集計　全委員の平均点 　法人・団体名：社会福祉法人　日本キリスト教奉仕団

⑴管理運営に当たっての理念 5 35 28 4.00

⑵管理運営に当たっての基本方針 5 35 27 3.86

⑶管理運営に当たっての提案 5 35 28 4.00

⑴支援水準の確保 5 35 29 4.14

⑵知識と技術のある職員の配置 10 70 60 8.57

⑶人材育成・研修計画 5 35 29 4.14

⑴利用児童の障がい特性や発達に応じた支援計画の策定(サービス全般) 10 70 56 8.00

⑵療育プログラムの考え方(サービス全般) 10 70 58 8.29

⑶重症心身障がい児への支援(サービス全般) 5 35 28 4.00

⑷医療的ケアの実施(サービス全般) 5 35 26 3.71

⑸利用児に合わせた食事の提供(サービス全般) 5 35 29 4.14

⑹保護者支援プログラムの考え方（サービス全般） 10 70 60 8.57

⑺受け入れ体制(サービス全般) 5 35 28 4.00

⑻環境調整と障がい特性のアセスメント（保育所等訪問支援） 5 35 29 4.14

⑼訪問先との協働（保育所等訪問支援） 5 35 27 3.86

⑽ライフステージに沿った支援の実施（障害児相談支援） 5 35 28 4.00

⑾家族への情報提供（障害児相談支援） 5 35 26 3.71

⑴法令順守 5 35 29 4.14

⑵人権擁護について 5 35 29 4.14

⑶個人情報の管理について 5 35 30 4.29

⑷防犯対策や事故・災害発生時の対応 5 35 30 4.29

⑸引継ぎ体制及び考え方 5 35 31 4.43

⑴財務状況 5 35 21 3.00

⑵指定管理料の積算 5 35 25 3.57

⑶施設運営の透明性の確保 5 35 31 4.43

⑷監査の状況 5 35 30 4.29

⑸実施事業の運営実績 5 35 30 4.29

⑴自主事業の実施 5 35 29 4.14

⑵地域との連携 5 35 29 4.14

⑶関係機関との連携 10 70 56 8.00

175 1225 996 142.29

※選定基準
１　各評価項目における全委員の平均点数が２点（４０％）以上であること。
２　全評価項目における全委員の合計点数の平均点数が１４０点（８０％）以上であること。（満点は１７５点。）
※以上の２項目を同時に満たすことができない場合には、再度選定を行う。

配点 全委員の合計
全委員の
平均点数

全委員の配点

合計点数

審査項目 審査（評価）基準

１　管理運営方針

２　人員体制

３　児童の特性に応じた支援の実施（各種
サービスについて）

４　児童発達支援センターの適正運営

５　児童発達支援センターの健全経営

６　児童発達支援センターの基盤整備


